
恵那市長島町正家字飛ケ根２７２番１２９

戸建住宅地

丘陵地に開発された
小規模住宅団地（永
平団地）

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北65 20 40 20 戸建住宅地

-

(都)(60,200)

景気がやや回復傾向になりつつある中で、恵那市住宅地において
地価はやや下落傾向にある。

景気がやや回復傾向になりつつある中で、市内郊外の住宅地の下
落傾向は依然続いており、その他は特段の変動要因は認められな
い。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、戸建住宅を主体とした標準住宅地域であり、近隣地域にはアパート等の収益物件は皆無で、自用を目的とする
取引が中心であり、市場の実態を反映した比準価格が説得力を有する。また、近隣地域では戸建住宅が主体であることから、
共同住宅を想定することが困難であるため、収益価格を求めることが出来なかった。したがって、比準価格を採用し、指定
基準地及び公示地からの検討を考慮し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は、恵那市やや郊外に小規模で分譲開発された住宅地域であり、今後とも現状のまま推移すると予測される。当該
地域は市内中心部の土地の値頃感から、地価は弱含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 23,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

23,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

恵那 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+6.6

-8.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

恵那駅南
2.6km

恵那
2.6km

(8)

東6m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

188

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

21,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.8％ ％

94.2 ］

100［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

23,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

-4.3

-29.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

15,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

65.9 ］

98.7［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

4,460,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、恵那市長島地区・大井地区を中心として、一部三郷地区を含む住宅地域。主な需要者は、市内在住の一次取
得者層である。昭和６０年代初めに分譲された戸建住宅団地で、周辺に代替関係にある住宅団地も多い。一方で、近隣地域
より利便性の良い地域で土地区画整理事業が進み、代替関係のある宅地の供給が増加し、需要が分散して地価は弱含みに推
移している。中心となる価格帯は、土地２００㎡程度で５００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

（株）ひだ高山総合事務所

神田　浩二



恵那市三郷町野井字鳥居前１９１９番２の１外

低層住宅地

一般住宅のほか空地
、農地等も見られる
郊外の住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北85 90 75 60 低層住宅地

-

(都)(60,200)
土砂災害警戒区域

長島町・大井町等の中心市街地では底堅い宅地需要が存在するが、
郊外集落部においては、空き家や未利用地が増加傾向にある。

近隣地域周辺の恵那西工業団地では、３区画のうち２区画で進出
企業が決定したが、周辺住宅地域への影響は極めて限定的である。

個別的要因に変動はない。

本件において、地域における賃貸市場が形成されていないため、収益還元法は適用できなった。取引事例比較法の適用に当
たっては、地域での取引は少ないものの、隣接する岩村町や東野地区の事例を採用することにより、郊外集落地域の取引実
態を反映する比準価格を得られた。したがって、公示価格や指定基準地との均衡も考慮の上、比準価格をもって上記のとお
り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

郊外集落部における土地取引は極めて限定的であり、引き続き地域における人口の過疎化・高齢化の進展が予測され、今後
も地価は下落傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 10,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

10,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

恵那 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.1

+29.7

+50.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

武並駅南東
4.1km

武並
4.1km

(8)

北西5m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない。 基準方位　北　　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

575

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0 ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 500 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

10,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

19,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.0％ ％

184.7 ］

99.6［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

10,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+21.6

+27.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

15,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

152.9 ］

98.7［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 8日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

5,750,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 10,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、恵那市郊外の住宅地域であり、市内南西部の集落地域的色彩の強い住宅地域との価格牽連性が強い。主たる
需要者は、当該地域在住者や出身者であるが、中古建物付きであれば、都市部からの移住者やセカンドハウス利用を前提と
する需要者も考えられる。集落部においては、土地取得の上での建物建築は稀であり、取引は総じて少なく、市場性は低下
傾向にある。発生する取引は隣地売買や知人間売買等が多く、中心価格帯の把握が難しい。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



恵那市長島町中野１丁目５番２４

低層住宅地

一般住宅のほか共同
住宅も見られる区画
整理済の住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北25 50 65 30 低層住宅地

-

(都)２住居(60,200)

景気がやや回復傾向になりつつある中で、恵那市住宅地において
地価はやや下落傾向にある。

景気がやや回復傾向になりつつある中で、市内中心部の住宅地の
地価はやや上昇傾向にあり、その他は特段の変動要因は認められ
ない。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、戸建住宅を主体とした標準住宅地域であり、近隣地域にはアパート等の収益物件は皆無で、自用を目的とする
取引が中心であり、市場の実態を反映した比準価格が説得力を有する。また、近隣地域では戸建住宅が主体であることから、
共同住宅を想定することが困難であるため、収益価格を求めることが出来なかった。したがって、比準価格を採用し、公示
地からの検討を考慮し、単価と総額との関連等にも留意して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は、ＪＲ恵那駅徒歩圏の利便性の高い住宅地域であり、今後とも現状のまま推移すると予測される。当該地域は景
気がやや回復傾向になりつつある中で需要があり、地価はやや上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 49,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

49,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

恵那 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-5.0

-2.5

-17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

恵那駅南
600m

恵那
600m

(8)

北東6m市道

(都)２住居
(60,200)

（その他）　　　　

商業地域背後の区画整理済
みの住宅地域

基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

287

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

49,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.2％ ％

76.9 ］

100.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

14,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 49,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

40,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は長島、大井地区を中心として広域的にはＪＲ中央線沿線の比較的利便性の高い住宅地域も含まれる。主な需要
者は、旧恵那市内の在住者あるいは旧郡部から移入する所得水準がやや高い需要者層である。恵那市平均の人口減少傾向よ
り大井地区の減少傾向はやや少ない。国道１９号南側での住宅用地の供給も見られたが、中心部の土地区画整理済の地域内
では住宅用地の供給が少ないため、引き続き、土地６０坪～７０坪で１千万円程度の需要が見込まれる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

（株）ひだ高山総合事務所

神田　浩二



恵那市大井町字入道坂２７１９番１２５

低層住宅地

一般住宅の中に農地
等が見られる住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 80 105 65 低層住宅地

-

（都）(60,180)

人口では恵南地区の過疎化が顕著である。産業面では恵那西工業
団には２社が進出し、１９号瑞浪恵那道路事業も進捗している。

より中心部に近いエリアに宅地需要が集まり、郊外丘陵地での開
発傾向は弱まってきている。

個別的要因に変動はない。

当該地域は丘陵地に形成された低層の戸建住宅が多くみられる住宅地域である。賃貸市場は未成熟であり、土地を含めた元
本価値を回収し得るにたる家賃の設定は困難な地域である。他方、土地の取引は居住の快適性や利便性に重点をおいた自用
目的の取引が中心の地域であり、取引事例は市内の類似地域において多数の信頼性のある事例を収集し得た。類似の標準地
との比較検討を踏まえ、取引市場実態を反映した比準価格を採用して、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

中心市街地からやや離れた郊外丘陵地に位置する住宅地域であり、概ね現状維持的に推移すると予測されるが、人口減少に
ともない地価は弱含みである。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 15,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

15,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

恵那 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.1

+8.0

+16.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

恵那駅北
2.2km

恵那
2.2km

(8)

南東4.5m市道､北東
側道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位北　４．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

344

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

15,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

19,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

120.2 ］

99.5［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

-2.0

+2.0

+2.0

形状

方位

角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 25日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

5,370,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 15,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、恵那市北部郊外の住宅地域を中心に、広域的には恵那市の中心部寄りの比較的利便性の高い住宅地域も含ま
れる。主な需要者は、旧恵那市内の在住者あるいは旧郡部から移入する一般的な勤労一次取得者層である。より利便性の良
好な地域に住宅用地の需要が移りつつあり、建築費高騰の影響もあり、当該地域周辺にあっては、市場の需要の中心となる
価格帯は、住宅用地の総額が土地７０坪程度で３５０万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

中部圏不動産鑑定所（有）

久保　輝



恵那市長島町久須見字中通２１０番１

戸建住宅地

一般住宅等が建ち並
ぶ郊外の住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 65 30 90 戸建住宅地

-

（都）(60,176)

人口では恵南地区の過疎化が顕著である。産業面では恵那西工業
団には２社が進出し、１９号瑞浪恵那道路事業も進捗している。

河川沿いの集落内にあり、地域要因の変化に乏しく、静態的に推
移している。

個別的要因に変動はない。

当該地域は郊外部の戸建住宅が多くみられる住宅地域である。賃貸市場は未成熟であり、土地を含めた元本価値を回収し得
るにたる家賃の設定は困難な地域である。他方、土地取引は自用目的の取引が中心である。取引事例は郊外部の類似地域に
おいて信頼性のある事例を収集し得た。指定基準地との比較検討を踏まえ、取引市場実態を反映した比準価格を採用して、
鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

郊外部の河川沿いに位置する旧来からの集落的な住宅地域であり、土地需要は限定的であるため、地価は下落基調で推移す
ると予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 8,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

恵那駅北西
5.6km

恵那
5.6km

(8)

北東4.4m市道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　
(60,176)

特にない 基準方位北　４．
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

304

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

8,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.2％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

-1.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

8,660

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.4

+12.3

+55.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

15,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

174.8 ］

98.7［ ］ 99.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 25日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

2,640,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 8,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、恵那市郊外外延部の集落的要素を有する住宅地域である。需要者も、当該地域在住者や地縁性を有する者に
限定される傾向にあるため、一般的な市場性は乏しい。郊外外延部では取引実例も少なく、稀に見られる取引も、隣地売買
や親族間売買等が多い。住宅地の需要は弱いため、明確な取引価格水準は形成されておらず、また、地価水準も依然下落基
調にあると考えられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

中部圏不動産鑑定所（有）

久保　輝



恵那市岩村町飯羽間字箕輪２６７０番５

戸建住宅地

農地の中に一般住宅
、工場等が散在する
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 50 80 戸建住宅地

-

｢都計外｣
土砂災害警戒区域

恵南地区の過疎化が顕著。区画整理や工業団地造成等で商住工
の均衡のとれた町作りを目指している。瑞浪恵那道路事業も進
捗している。

飯羽間の既存の住宅地域。商業施設や最寄り駅に近いが、小学
校へは遠い。かつての需要は見込まれず、新規の宅地開発も低
調である。

個別的要因に変動はない。

基準地近隣周辺は、共同住宅は殆ど見られず、賃貸借市場は未熟成の状況であるので、収益価格の試算を断念した。比準
価格は、町内の事例が少ないので、明智町の類似地域の住宅地の事例も採用した。当地域の主な需要者は、居住の快適性
や利便性を重視する一次取得者層等である。よって、市場の実態を反映した比準価格を採用し、公示価格との検討を踏ま
え、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

飯羽間の国道背後の既存の住宅地域。丘陵地には、分譲地も散見されるが、かつての恵南地区からの転入者による需要が
低迷し、新規の宅地開発は低調である。地価は弱含みで推移していくものと予想される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 11,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

11,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

恵那 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+14.6

+48.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

飯羽間駅西
600m

飯羽間
600m

(8)

南4m市道､東側道

｢都計外｣

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない。 基準方位　北　　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

325

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 380  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

11,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

19,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.7％ ％

166.2 ］

100［ ］ 105.1［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+3.0

+2.0

方位

角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

3,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 11,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、岩村町を中心に、恵南地区一体の住宅地域。需要者の中心は、岩村町やその周辺の事業所に就労する一次
取得者層。町内に地縁や血縁を有する既存居住者も含まれる。かつては、恵南地区からの転入者の受け皿として、ある程
度の需要を満たしてきたが、現在は、旧恵那市への転入が多く、需要は低調である。新規の宅地開発も少なく、取引は少
ない。あっても、画地規模や利用形態等が様々で、市場の中心となる価格帯を把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１　

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社水野総合鑑定

水野　雅文



恵那市明智町字渚ノ鼻１１６１番１外

戸建住宅地

戸建専用住宅のほか
店舗併用住宅も介在
する地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 50 30 30 戸建住宅地

-

「都計外」

長島町・大井町等の中心市街地では底堅い宅地需要が存在するが、
郊外集落部においては、空き家や未利用地が増加傾向にある。

地域での取引は疎らであるとともに、隣地売買や知人間売買等が
多く、取引価格はバラツキが大きい。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は旧来からの町内中心部に位置しており、旧来からの地元居住者による戸建住宅や店舗併用住宅等による土地利用
が支配的であり、賃貸市場は形成されていない。したがって、本件では取引事例比較法のみの適用となったが、価格牽連性
の強い明智町内の５事例の採用が可能であったため、市場実態を反映する説得力の高い比準価格を試算し得た。したがって、
指定基準地との均衡を踏まえ、比準価格をもって上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

明智町の市街地中心部に位置する既成住宅地域であるが、需要者は町内在住者に限定される傾向にあり、市場性の低下とと
もに、今後も地価は下落傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 12,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

明智駅南
700m

明智
700m

(8)

南4.5m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

161

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0 ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 160 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

12,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.3％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

12,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.1

+0.4

-7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.1

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

11,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

91.4 ］

98.3［ ］ 103.0［ ］

105.1［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 8日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

2,010,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 12,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、明智町を中心とするいわゆる恵南地域の住宅地域である。主たる需要者は、町内在住者や地縁性を有する者
であるが、一部には田舎暮らしに憧れる愛知県等からの需要者も見られる。近隣地域は、明智町中心部に位置しており、比
較的利便性は高いものの、他地域と同様に人口の高齢化、過疎化が進行しており、不動産市場は縮小傾向にある。取引件数
が少なく、中心価格帯の把握は難しいが、発生する取引は総額４００万円以下の取引が大半を占める。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



恵那市山岡町上手向字経塚６８番２

低層住宅地

低層住宅が多いほか
事業所等が混在する
住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 40 50 40 低層住宅地

-

「都計外」

長島町・大井町等の中心市街地では底堅い宅地需要が存在するが、
郊外集落部においては、空き家や未利用地が増加傾向にある。

恵那南地区では５校の中学校統合が予定されており、今後も緩や
かな衰退傾向が続くものと思料する。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は都市計画区域外の集落地域に位置し、賃貸アパート等の収益物件は見受けられず、賃貸市場が形成されていない
ため、収益還元法を適用できなかった。地域での取引は少ないものの、本件においては山岡町内の３事例の採用が可能であ
ったとともに、市内外縁部の集落地域の事例による補完の結果、郊外集落部の取引実態を色濃く反映する比準価格を得た。
したがって、指定基準地との均衡を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

山岡町内においても人口の過疎化、高齢化に歯止めがかからず、未利用地が増加しつつあり、今後も当該傾向が続くことが
予測され、地価は下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 9,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

山岡駅北西
450m

山岡
450m

(8)

北東5.5m市道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北　　
５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

306

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0 ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 300 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

9,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.2％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

8,960

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+6.9

+21.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.1

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

11,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

124.2 ］

98.3［ ］ 100［ ］

105.1［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 8日 正常価格

令和 6年 7月 12日令和 6年 7月 1日

2,750,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 9,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、恵那市内の郊外集落部の住宅地域である。中心となる需要者は、地域在住者や出身者であり、地域外からの
需要者は限定的である。近隣地域は国道背後の混在住宅地域であるが、国道沿線では空き店舗が点在しており、近隣地域西
側においても店舗撤退が見受けられ、衰退傾向が続いており、背後住宅地域の利便性も低下傾向にある。取引が少ないため、
中心価格帯を把握できないが、土地総額３００万円以下の物件が主流となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

8 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



恵那市上矢作町字上広表２９７６番１

低層住宅地

一般住宅、農家住宅
等が市道沿いに建ち
並ぶ住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北35 15 150 90 低層住宅地

-

｢都計外｣
土砂災害警戒区域

恵南地区の過疎化が顕著。区画整理や工業団地造成等で商住工
の均衡のとれた都市を目指している。リニアや瑞恵道路事業も
進んでいる。

上矢作の公共施設への利便性の高い集落地域。居住環境は良好
であるが、主たる産業が見当たらず、過疎化が著しい。

個別的要因に変動はない。

近隣周辺では、共同住宅は殆ど見られず、貸家の賃貸借市場は未成熟の地域であり、収益還元法を適用できなかった。一
方、比準価格は、近隣周辺に事例が少ないので、広く、隣接する山岡町の価格水準が類似する中山間地域等の事例も収集
し、比準した。居住の快適性や利便性を重視する既存の集落地域であり、市場の実態を反映した比準価格を採用し、鑑定
評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

町の中心集落に近い既存の農家集落地域。金融機関、病院、小学校等への利便性は高い。但し、高齢化と人口減少の影響
は大きく、過疎化が進捗している。地価は、引き続き弱含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 3,070円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

岩村駅南東
11km

岩村
11km

(8)

北西5.5m市道､背面
道

｢都計外｣

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位北、５．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

682

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

3,050 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.7％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

0.0

0.0

方位

形状

二方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

2,080,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 3,050 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として上矢作を中心に、恵南地区の中山間地域一帯。需要者の中心は、地元や恵南地区に地縁血縁を有
する個人一般。地域性等から他地域からの転入も期待できない。地元居住者が隣地を取得するケースが散見される程度で、
土地需要は極めて弱い。土地の供給も、分譲地は皆無で、相続後の土地処分等に限られる。従って、土地取引は極めて少
ない。あっても、画地規模や利用形態等は様々で、市場の中心となる価格帯を把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１　

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社水野総合鑑定

水野　雅文



恵那市明智町字石坪４５２番３外

低層店舗地

大規模小売店舗、金
融機関等が見られる
駅前商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 60 180 30 低層店舗地

-

｢都計外｣

恵南地区の過疎化が顕著。区画整理や工業団地造成等で商住工
の均衡のとれた町作りを目指している。瑞浪恵那道路事業も進
捗している。

明智町の駅前商業地域。観光客数の回復傾向の中で、金融機関
や観光施設も立地するが、中核となるＳＣの集客力が落ちてい
る。

個別的要因に変動はない。

基準地近隣は、金融機関やＳＣ等が立地する明智町の中心商業地。多様な業種の店舗が集積するが、賃貸物件は、多くは
なく、賃貸借市場は未成熟の状況である。よって、収益還元法の適用を断念した。比準価格は、取引が少ないため、広く
恵那市内の類似性の高い取引事例より試算したもので、市場の実態を反映した価格として信頼性は高い。よって、比準価
格を採用し、指定基準地価格との検討を踏まえ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｓ２

明智駅前の中心商業地。ＳＣや金融機関及び観光施設等が立地する。但し、観光客数が回復傾向にある中で、過疎化やＳ
Ｃの商圏の縮小等により、繁華性は年々失われている。地価は下落傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 23,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

明智駅南東
80m

明智
80m

(8)

西16m国道

｢都計外｣

（その他）　　　　

特にない １６ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

567

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 550  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.1％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

-2.0形状

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

23,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

恵那（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-8.3

-11.4

-5.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

18,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

76.8 ］

100［ ］ 98.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

13,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として恵南各地区の中心商業地。需要者の中心は、小規模飲食店や小売り店舗等の展開を図る地元事業
者等。観光客向けの小規模店舗の展開を図る市内の事業者の需要も考えられる。但し、人口減少や瑞浪市や岩村町等の大
型ＳＣの影響を受けて、当商業地の商圏は縮小しており、一般顧客向けの新規の店舗展開は、殆ど見られない。取引は少
なく、市場の中心となる価格帯を把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１　

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社水野総合鑑定

水野　雅文



恵那市岩村町字西町８０９番６

低層店舗兼住宅地

小売店舗が建ち並び
一般住宅も介在する
古くからの商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 70 60 35 低層店舗兼住宅地

-

都計外

人口では恵南地区の過疎化が顕著である。産業面では恵那西工業
団には２社が進出し、１９号瑞浪恵那道路事業も進捗している。

観光客数は回復したものの、コロナ渦以前のレベルまでには、戻
っていない。

個別的要因に変動はない。

伝統的建造物群保存地区においては、貸店舗の新築想定は現実性に乏しく、また賃貸市場も未成熟であるため、収益還元法
の適用は行わなかった。他方、土地取引は自用目的の取引が中心である。同一需給圏内の類似地域において多数の信頼性の
ある事例を収集し得た。よって、当該基準地の価格推移も考慮しつつ、取引市場実態を反映した比準価格を採用して、鑑定
評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｗ２

当該地域は「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されたエリア内にある。朝ドラの放映をきっかけに、観光客の増加や客
層の低年齢化も見られた。近時の新型コロナ渦の影響を脱して、観光地としての復興途上にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 18,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

岩村駅南東
550m

岩村
550m

(8)

南西5.5m市道

都計外

（その他）　　　　

特にない ５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

272

( )

⑨法令上の規制等

1:3.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

18,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 25日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

4,980,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 18,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、岩村町内の商業地域を中心に、広域的には東濃諸都市の郊外部の商業用途可能な地域を含む。主たる需要者
は、地縁血縁関係を有するＵタ－ン組、もしくはＩタ－ンの個人事業主、買い増す場合の隣接地所有者等である。取引は稀
であるため、明確な取引相場は形成されてはいない。新型コロナ渦の直接的な影響こそ無くなったものの、コロナ渦以前に
あった賑わいを取り戻すまでには至っていない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

中部圏不動産鑑定所（有）

久保　輝



恵那市長島町正家３丁目３番４外

低層店舗地

背後に大型店舗も有
する店舗が建ち並ぶ
商業地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 60 80 80 低層店舗地

-

(都)近商(90,200)

景気がやや回復傾向になりつつある中で、恵那市商業地において
地価はやや下落傾向にある。

景気がやや回復傾向になりつつある中で、市内中心部の商業地の
地価はやや上昇傾向にあり、その他は特段の変動要因は認められ
ない。

個別的要因に変動はない。

当該地域は、自用の商業用途を目的とする取引が中心であり、市場の実態を反映した比準価格が説得力を有する。他方、投
資目的の収益物件は例外的であり、不動産の収益性によって地価が形成されるには至っていない。したがって、比準価格を
重視し、収益価格を比較考量のうえ、指定基準地及び公示地からの検討を考慮し、単価と総額との関連等にも留意して、鑑
定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

当該地域は、恵那市中心部に程近い商業地域であり、今後とも現状のまま推移すると予測される。当該地域は景気がやや回
復傾向になりつつある中で、地価はやや上昇で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 68,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

69,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

恵那 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.4

+3.3

+7.5

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.8

0.0

0.0

⑦
内
訳

恵那駅南東
1.3km

恵那
1.3km

(8)

北東15m市道､南東側
道

(都)近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

国道１９号南側背後にて区
画整理事業が完了済

１５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

687

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 650  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

69,400 円／㎡

36,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

73,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.9％ ％

107.3 ］

100［ ］ 105.0［ ］

103.8［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

+5.0角地

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

69,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中津川（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.7

+6.4

-24.5

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

52,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

80.4 ］

100.4［ ］ 105.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 7月 1日 正常価格

令和 6年 7月 10日令和 6年 7月 1日

47,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 69,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

55,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、恵那市内の商業地を中心に、市内の住商混在地及び隣接中津川市内の商業地域をも包含する。需要者の中心
は、地元事業者のほか全国展開する飲食店舗や小売店舗等の事業者である。区画整理事業地内での大型店舗開店、国道沿い
の店舗業種転換が好調で、市街地での店舗リニューアル等も見られ、市内の大型小売店舗間は競争が激化している。市内で
は事業用定期借地権による店舗出店が過半で、画地規模も区々で、中心価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －5

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

（株）ひだ高山総合事務所

神田　浩二



恵那市武並町新竹折８８番

中規模工場地

郊外の丘陵地に開発
された工業団地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北260 200 220 220 中規模工場地

-

(都)工専(60,200)

県内の工場立地は堅調に推移しており、２０２２年においても立
地件数、立地面積ともに全国３位と好調を維持している。

隣接恵那西工業団地では、２社の企業進出が決定し、残る一区画
となっている。

個別的要因に変動はない。

近隣地域の工業地域において、自用の工場や倉庫が大部分で、貸倉庫等の賃貸市場が未成熟であることから、収益還元法を
適用を断念した。取引の誘因は、自己利用目的の工場地需要に根ざしており、他の工業団地や工場適地との比較検討の上、
物件選定が行われている。よって、需要者の意思決定過程を反映する比準価格の説得力は高いため、公示価格との検討を踏
まえ、広域的な価格体系にも留意の上、比準価格を採用し、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

工場

国道１９号瑞浪恵那道路の整備をはじめとする広域的な交通アクセスの向上が見込まれるとともに、ポストコロナを見据え
た企業の設備投資の回復基調により、今後も地価は強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 14,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

14,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+36.9

+26.0

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

武並駅南西
3.3km

武並
3.3km

(8)

北東10m市道

(都)工専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １０ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

8,078

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

80.0  ｍ、　奥行　約 100.0  ｍ、　規模 8,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

14,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.1％ ％

172.5 ］

100.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 6 令和 6年 7月 19日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 6年 1月]

令和 6年 6月 28日 正常価格

令和 6年 7月 11日令和 6年 7月 1日

116,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 14,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、東海環状自動車道及び中央自動車道沿線の東濃及び中濃地域を中心とする工業地域である。工業地に対して
は、県内のほか県外からの進出可能性は高い。災害に強い強固な地盤等及び広域的な交通アクセスの充実等を背景に県内工
業地に対する需要は底堅く、県内新規工業団地ではやや高めの分譲設定であるものの、比較的売れ行きは好調を維持してい
る。工業地では、交通アクセスや取引規模等により価格は区々で、中心価格帯の把握が困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

恵那（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

恵那（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

東濃不動産鑑定事務所

牧野　信人


